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フランソワ1世治下のパリのブルジョワ日記(後)
一一「パヴイアの敗戦」からのニュースあるいは「噂」一一

平手友彦

「パヴイアの敗戦」の報がパリに届いて、市中に動揺が走ったしばらく後の1525年3月20日、『日

記』はコンシェルジュリー牢獄から数人の印刷業者が釈放されたと報告する。彼らは王を榔拾

する文書を印刷した廉で投獄されており、それらの印刷物は『世界は鼠に喰われた.1le monde 

estoit menge de ratz、『泣きつ面に蜂の世.1le monde est acheve de paindre (Le Monde qu'on 

acheve deρaindre)、『素寒貧の世界Jle monde n'a croix (Le Monde sans croix)、rm:癖病みが

掻くJun rongneux gratte l'autre (Les Rongeux qui grattent Chascun)、『世界にはもはや食べ

るものがないJmonde n'a plus que faire (Le Monde qui n'aρlus quejシire)などであった1)。

素寒貧だ、この世の中はすっかり地に墜ちて、

戦争、いさかい、暴動、言い争いで、

むりやり金はむしり取られ、

その金はみんなからは隠され、

だからもう無駄なこと、この世に手を差し伸べようたって、

素寒貧では2)。

例えば『素寒貧の世界jはこんな調子で始まり、これら小冊子は、戦争や飢謹、人頭税の引

き上げや兵士達の横暴といった当時の民衆の苦しみを嘆く。しかしながら、これを「パヴイア

の敗戦jと直接結びつけることはできない。なぜなら、これらは「パヴイアの敗戦jの数年(お

そらく3年)前に印刷されたものでありへそこにはミラノとジェノヴァ陥落の言及はあっても、

「パヴイアの敗戦」はない。むしろそうではなく、『日記jの逸名作者がこれらの書名を列挙し

ているところに注目すべきであろう。彼はこれらの印刷物のタイトルに何か不吉なものを感じ

取った。だからこそわざわざ列挙し、その不吉を「パヴイアの敗戦」に結び付けたのである。

この尋常ならぬ空気がパリの街を支配した「パヴイアの敗戦」から和平までの流れの中で、日

記作者が手紙と布告による情報をどのように使ったかというところから本論を始めてみたい。

* 

さて『日記jでは、この1525年2月24日の「パヴイアの敗戦」の報がパリに届いたのは3月7
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日だ‘った。他方、「フランスの花と騎士道は失われた」と敗戦を悲しむヴェルソリの『家事日記j

では、同じ報は3月6日に届き、何れも10日ほどでパリに到着した。また、この一年前にフラン

ス軍がミラノで敵軍に包囲された際 0524年3月4日)、その報がパリのフランソワ1世に「郵便

でJpar la poste届けられたのは一週間後の3月10日夜なのでペミラノ・パリ聞はほぼ一週間

で手紙を届けることができた。更に、 1528年にナポリを包囲していたロートレツク Lautrec子

爵(オデ・ド・フォワ Odetde Foix)が8月15日頃ベストで亡くなり、その知らせがサンジェ

ルマン・アン・レーにいた王のもとに届いたのがその月の終わり、ブゥリーイーによると29あ

るいは30日で5)、この知らせの到達には2週間を要した。つまり、「パヴイアの敗戦」前後のイ

タリア・フランス問の郵便による情報伝達には北イタリアから10日ほど、南からなら約2週間

かかったということになろう。

当時の郵便はどのように機能していたのだろうか。ヴァイエによるとへルイ 11世によって

1477年項創設された「駅逓システムJrelais de posteは、その治世で大きく飛躍し、王が亡く

なった際 0483年)には234名もの飛脚が王のために配置されていた。フランソワ1世の時代に

なると、駅逓ルートが各方面に次々と整備されて郵便システムは徐々に安定していく 7)。しか

し、この時期の具体的な郵便の仕組みそのものについてはよく分かつていない8)。私たちの日

記でも、逆臣プルボン公へ手紙を送らせないためにフランソワI世がパリの城門に警備を付け

たり 9)、先のミラノ包囲や、後述する囚われの王子達の解放のように郵便が深夜にも機能して

いたことを確認できるに過ぎないが10)、手紙は情報を送る手立てとして日記の文面に現れる以

上に大きな役割を果たしていたと推測できる。

送られた手紙は、ブルボン公裏切りを伝える王の手紙がそうであったように、しばしばパリ

市庁舎で読まれて公開され、時にはそのまま印刷に付された11)。私的な手紙は公的な情報伝達

としても機能していたのである。例えば、「パヴイアの敗戦」で捕虜となったフランソワ1世が

母太后に宛てた「全てのもののうちわたしに残されたのは名誉とこの生きながらえた命のみ」

で始まる手紙もその一つで、『日記』と『家事日記』の両方に記述されているが、 8行ほどの文

章でごく一部を除いてほとんど同じである12)。これは明らかに同ーの文書から転写されたもの

である。二つの日記がともに取り上げるエピソードで、その情報源が文書によると思われるも

のでもここまで酷似する例は、これと後述する「サンプランセー事件」の布告文を除いて他に

ない。他のエピソードに比べれば、この手紙には一国の将来を左右する「威力」があるだけに

逸名日記作者にもヴェルソリにも特別な配慮があったのかもしれない。しかし結果としてここ

まで二人の記述は近づいた。言い換えれば、文書による情報の記述はここまで類似することも

あり得るということである。
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* 
「パヴイアの敗戦」で王が囚われの身となっては、望むべくはもはや和平しかない。ヴェル

ソリは(おそらく多くのパリ市民も)1和平」に関する情報に敏感になる。混乱もあったのだ

ろう、彼によれば1525年6月中頃にはイスパニアでカール5世とフランソワ1世との間で和平合

意がなされたという「大きな噂Jgrant bruitが起こったが、「これは確実ではないJla chose 

n'est encore assureeとされた13)。結局、和平は翌1526年2月13日に、例によって「パリの四つ

辻でラッパの音とともに布告され」、『日記』作者はその「布告Jcryをそのまま書き写す。ブウ

リーイーはこの布告を他の写本 (B.N.，ms.fr.l7527， f.37)と比較して異同を指摘しているが、

25行の文で異なるのは僅か四ヶ所のみであった14)。先の手紙の「転写J同様、逸名日記作者は

手元にそのオリジナル文書があれば、これをほぼ忠実に自らの日記に書き込んだことはここか

らも明らかであろう。他方で、和平情報に敏感であったはずのヴェルソリは『日記J作者が書

き写したこの布告について何も触れていなし、。当時パリの城壁外のサン・ヴイクトール修道院

でやはり日記を書き留めていたピエール・ドリアール PierreDriartもこの布告に触れている

が、この修道士によれば「和平」の布告そのものは歓喜や祝火をもって迎えられなかったよう

である15)。このようなパリでの受け止め方が『家事日記』での和平布告の不在に影響を与えて

いるのだろうか。

勅令や法令その他重要な出来事の伝達はこの「布告Jcryによって公にされた。オゼールに

よれば、印刷に付された布告は「布告係Jcrieurによって「パリの四つ辻」で読み上げられ、

その後四つ辻や教会、市場などの壁に掲げられた16)0 r日記』でも先のナポリでのロートレッ

ク子爵死亡の知らせはパリの四つ辻で 124名の市の布告係によってJpar les vingtquatre 

crieurs de la ville布告されたとある1i)。和平の布告文も逸名日記作者が印刷された布告を手に

入れて日記に転写したと考えるのが自然であろう。「布告Jcryは声の情報であると同時に文

字のそれとしてパリの中で機能していた18)。

時代は少し下るが、ジヤン・ニコ JeanNicotはその辞書の中でこの「布告係Jcrieurを分

類し、「公共布告人Jcrieur public、「ワインの呼び売りJcrieur de vinと並べて「葬儀布告人」

crieur de trespassezを挙げている19)。それによれば葬儀布告人は黒衣に身を包み、亡くなっ

た人物の氏名と埋葬日時・場所を布告した。興味深いことに、ニコはパリの葬儀布告人の数は

24名であったとし、国王や女王の葬儀にはこの24名がフル出動するが、それ以外は最大で23名

だったと記している。この24という数字はロートレック子爵死亡の時の布告人人数と重なるが、

ニコの説明に従えばこれはいわば特例で、ロートレック子爵は国王級の扱いを受けたことが分か

る初)。だからこそ、逸名日記作者はわざわざ24名という数字を入れたのであろう。 24名の葬儀

布告人はパリの各地区に散って「四つ辻」で布告を行った。では、この24名はどこで布告を行っ
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たのか。人口20万人を擁していた当時のパリが16の街区システムで機能していたことはよく知

られているが、 24という数字はこの街区数にも、また32(あるいはそれ以上)あったと思われ

る教区数21)とも合致しておらず、よく分からない。

『家事日記』に死亡の記載が目立つことは既に触れたm。例えば、フランソワ1世が囚われの

身となっていた1525年6月から9月の四ヶ月を見ただけでも、 28の記載のうち19が死亡に関する

もので、 20名の死亡と埋葬が報告されている。死亡のほとんどはこの時期に蔓延していたベス

トによるものである23)。もちろん近親者や隣人、高等法院の関係者の死亡も多いが、中には彼

らの配偶者や教会関係者、そして市井の人々のものもある24)。ヴェルソリがこれほどまで多く

の死亡情報を知り得た情報源の一つは葬儀布告人の布告だったのではないだろうか。ヴェルソ

リがこれらの死を黙々と記録する一方で、逸名日記作者はこの時期に死亡記載をしていない。

パリ城壁内ではベストが蔓延して、その病魔に冒された人々が数多くいたにも関わらずであ

る。『日記』作者の目はむしろその城壁の外に向けられていた。ここに二つの日記の情報アン

テナの違いが現れている。

* 

手紙と布告の実際で明らかになった情報アンテナの違いは事件の記述にも反映する。ここで

はパリ城壁内で生じた二つの事件を見てみよう。

まず最初は1526年2月17日の「ギヨーム・ユベール(ジ、ユベール)Guillaume Hubert Qoubert) 

事件」である。『日記』によると、ラ・ロッシェル出身の28歳の法学士ギヨーム・ユベールが、

パリでの実務修行中に「ルターの説教を道奉してJavoir tenu la doctrine de Luther、神、聖

母及び天国の諸聖人諸聖女を中傷した廉で逮捕される。彼は15日間監禁された後、ノートル・

ダム大聖堂と聖ジ、ユヌヴイエーヴ聖堂の前で慨悔告解を行い、「モーベール広場に連行されて

舌を刺し抜かれ、絞首にされて焼かれJfut mene a la place Maubert OU il eust la langue 

percee. puis fust estrangle et brusle、そして「自らの行いを悔悟し、それが死罪に値するこ

とを認めながら死んでいったJmourant neantmoins bon repentant et recongnoissant bien 

avoir deservi la more5)。言葉で神を冒涜した場合、その多くは絞首・火あぶりの前に舌を抜

かれたり、刺し抜かれたり、切り落とされたりする処刑パターンがあったお)。その処刑形式に

沿ったものだろうか、この描写はヴェルソリのそれにもよく似る27)。ただ、大きく異なるのは、

ヴエルソリがこの処刑の場に「わたしはいたJJeestois presentと書いていることであるお)0 r日
記』ではこの処罰の原因に「ルターの説教を道奉」があって『家事日記Jにはそれがなく、『家

事日記』の処刑の描写の直後に目撃証言があって『日記』にはそれがない。一方が目撃したと

いう記述が他方のそれに似る。これは一体どういうことなのだろうか。ヴェルソリが「わたし
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はいた」と語る事件はもう一つある。それが「サンプランセ一事件」である。

二つの日記の1527年8月9日には、国王財務官サンプランセ-Sainct-Blancayが「盗み、虚偽、

横領、職権乱用、国王財政の不正管理Jlarrecins. faulcetez. malversations. abbuz et males 

administrations es finances du Royの廉でパスティーユに投獄され、 8月12日に吊されて絞首

された布告文がある29)。この布告文は上述の「フランソワ1世が母太后に宛てた手紙」と同じ

程度に『日記Jと[家事日記』で酷似しており、明らかに同ーの文書を転写したことが分かるぬ o r日
記』はこの布告文をサンプランセー事件の記述冒頭に置いて、その直後に12日の処刑を入れて

からサンプランセーの逮捕と裁判の経緯に遡り、また処刑に戻って、最後は近親者や「一味」

の粛正で終わる。他方、『家事日記』ではサンプランセーの逮捕とその罪が語られた後に12日

の処刑が描写され、その後サンプランセーの「評価」へと続き、最後に布告文が来る。二人の

日記作者の事件の語り方は、多くの場合、事件の「結果」から始まり、その「原因」と遡るこ

とが多い。特に『日記』ではそれが著しいが、ここでも布告文と処刑を「結果」として冒頭に

置き、続いて「原因Jとして事件の経緯を述べる。『家事日記』では布告文が最後にあって、

むしろ「原因」から「結果」の流れを辿っているように見えるが、冒頭をサンプランセーの逮

捕で始めているので必ずしもそうとは言えない。しかし、ヴェルソリの事件の語り方には、こ

の「結果から原因」とは異なる例も見られる。例えば『家事日記』の終わり近く、 1530年5月

の「メルー Meru主任司祭殺人事件」では、ヴェルソリの語りは「結果から原因」とはほど遠

い推理小説仕立てで始まり、物語に書き直された文書を写しているのではないかと思われ

る31)。

さて、このサンプランセ一事件では布告文が酷似していることは既に触れたが、実は刑の執

行の描写もよく似ている。逸名日記作者によるとパスティーユからラパに載せられたサンプラ

ンセーは「ボネを被り、繋がれることなく、褐色の縮れて黒く汚れた布の式服と黒ビロードの

セーを身にまとってJaiant le bonnet en sa teste. sans estre lie. et avoit vestu une robbe de 

drap frize de couleur tannee. obscur enfume. un saye de veloux noir引き立てられ、途中、ボー

デ門 porteBauldetz、シャトレ裁判所、そしてモンフォーコン Montfaucon刑死場の三カ所で

「布告Jcryが行われ、フィーユ・デイユ Filles-Dieu教会前ではパンと葡萄酒、そして「木製

の赤みかかった十字架June croix de boys. paincte derougeが与えられ、そこでボネを取っ

て刑死場に向かったお。日記作者はいつもながらの(特に衣類に)描写力を発揮しているが33)、

これは目撃談なのだろうか。ヴェルソリによるサンプランセーは、パスティーユから同じくラ

パに載せられて来るが、ボネは「被っておらず、真っ白の結構長い髭をたくわえていたJla 

teste nuee. ayant assez longue barbe toute blanche。彼はグラン・サン・タントワンヌ通り

を進み、パリ門 portede Paris (ボーデ門のことであろう)でやはり布告が行われ、グラン・
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サン・ドゥニ通りから刑死場に向かった。ここまでの行程は『日記jと同じである。続いて、

彼は刑死場で祈りを捧げ、平穏に自らの死と運命を迎え入れた後に吊されて絞首刑にされるが、

ここでヴェルソリは「この処刑の場にわたしはいたJauquel exploict de justice je fuz present 

と書き34)、その直後にサンプランセーは「褐色のビロードの上着とセーを着てJen ung saiz 

et jacquette de velour tane吊されたと目撃の証しにとどめを刺すお o r家事日記』ではその後

サンプランセーの評価が述べられる。この処刑に居合わせた人たちは「彼は慎重かっ賢明な人

物で偉大な指導者だったJil estoit homme prudent. saige et de grant conduicteから「哀れみ

と同情Javoit mervileuse piti己etcompationを感じた。しかし、その彼もヴェルソリによれ

ば「強欲Jadvarice et desirによって理性を失ってしまった36)0 r日記j作者は多くの場合「わ

たし」を登場させることはなしこの事件についても同様に一切の感想や感慨を表明していな

いが、これはヴェルソリと対照的である37)。

「ギヨーム事件」ではヴエルソリが目撃したという記述が逸名日記作者のそれに似ていた。「サ

ンプランセ一事件Jでは両者は布告文を転写し、処刑までの記述が類似している。描写には目

撃の痕跡が見られ、ヴェルソリは事実「わたしはいた」と書いている。おそらく逸名日記作者

もヴェルソリも二つの事件を目撃したのだろう。そして、その記述には文書も利用したのかも

しれない(後者の事件では布告文をそのまま利用した)。それではなぜ『家事日記』に「わた

しはいたJがあって『日記Jにはないのだろうか。それは二人が出来事を書き留める姿勢の違

いによるものと思われる。『日記Jにはあたかも出来事を遠くから見つめるような対象との距

離の取り方が感じられ、出来事全体をまとめていこうとする指向がある。事実『日記』の各エ

ピソードの記述では時間の流れよりもエピソードの完結を優先するので、「結果から原因」へ

と遡る記述の形式が頻繁に現れる。また、対象の中に入ろうとしないから、書き手の感想、や感

慨は極めて少ない。それに対して『家事日記1では、二度の目撃証言そのものにも反映されて

いるが、『日記』よりも対象との距離が近く、ヴェルソリの個人が所々感想や感慨といった形

でにじみ出ている。そして、この距離の近さは近親者や知り合いの死亡記録を丹念に書き記す

ところにも現れる。

* 
当時の文書情報はその形式と内容によって、手紙、布告文、そして(これら二つをもしばし

ば包含する)小冊子オカジオネルに分類できるが、このオカジオネルから日記作者達が情報を

得たであろうことは既にスガンの指摘を紹介したお)。二つの日記を読み進めていくと、オカジ

オネルの現存数にも関係するが、特に1527年から1530年の出来事についてオカジオネルとの関

連を多く指摘することができる39)。そのほとんどは公的行事、戦争などに関するもので、いわ
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ゆる事件ものは自然災害を除けばほとんど存在しない。では逸名日記作者とヴェルソリはオカ

ジオネルから得た情報をどのように日記に書き込んでいったのだろうか。

例えば「サンプランセー事件」と同時期の1527年8月のロートレック子爵のイタリア遠征(ジェ

ノヴァ陥落とパヴイア奪還)についてブゥリーイーは、オカジオネルを利用した『日記』の記

述が1人称から3人称に語りが転換されたことによって文脈が混乱していると指摘している40)。

また『日記Jに「印刷されて広く売られたJimprimees et vendues publiquement41)と記され

ている同年12月のローマ教皇の救出とロートレック子爵のナポリ遠征についてもブウリーイー

はオカジオネルと比較して、逸名日記作者が人名・地名など固有名詞の表記を変更し、所々文

を短縮・削除していることを指摘している42)。スガンもナポリでのロートレック子爵の活躍を

伝えるジャン・ド・グルフラック Jehande Goullefracの手紙が細部を除きほぼそのまま『日

記』に使われていると指摘している43)。このように逸名日記作者は数多くのオカジオネルを手

元に置いてイタリアの出来事を記述した。他方ヴェルソリは、同時期にパリ市内で起こった「サ

ンプランセ一事件」ではあれほどまで筆を費やしておきながら、このアルプスの向こうの出来

事についてはパリで「印刷されて広く売られた」にも関わらず、その記述は格段に少なく、 10

月15日のロートレック子爵のパヴイア奪還を短く伝えるに留まる叫)。

1530年7月5日深夜にもたらされた二人の王子解放の報はパリで、歓喜を持って迎えられたこと

は既に述べたが、この二人の王子の帰還とエレオノールとの婚姻、そして彼らのリヨン、ボル

ドー、アングレーム等の各都市での入市式についても少なくとも9点のオカジオネルが残され

ている45)。ブゥリーイーはここでもその中の二つのオカジオネルと比較を行って、写し間違い

や言い落とし、そして省略があることを指摘している紛。この出来事についてもヴェルソリは、

王子解放の吉報が郵便で「深夜2時にJa deux heures du matin届くと、人々が歓喜に包まれ

たとパリの雰囲気(朝手紙が公表されるとパリの全ての鐘が鳴らされ、市中はお祭り気分になっ

て夕食後は花火が打ち上げられ、 12日日曜日には総行列が行われて一週間経った火曜日でもま

た‘お祝い気分が残っていた)を伝えるが、王の所在や王子達の帰還経路等については全く触れ

ていない47)。

以上二つの出来事の記述でのオカジオネルの使用を見てきたが、ここにも二人のアンテナの

違いが現れていると言えないだろうか。逸名日記作者はパリから遠く離れた出来事をオカジオ

ネルという文字情報を積極的に使って自分の日記に取り込んでいるが、ヴェルソリにはオカジ

オネルが手に入らなかっただけなのであろうか、遠くの出来事にはまるで関心がないかのよう

な書きぶりである。しかしながら、ヴエルソリは他方でフランソワl世が母太后に宛てた手紙

や「サンプランセ一事件Jの布告文をそのまま書き留めていたし、「メルー主任司祭殺人事件J

の特異な語りは何らかの文書を参考にして事件を記述したことを窺わせ、『家事日記Jにオカ
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ジオネルを利用しなかったとは思えない。何れにしても当時はおびただしい量の小印刷物が出

回り、日記作者はこれらを十分に利用できたに違いない制。

* 

最後にその小印刷物による「撒文事件jに触れない訳にはいかないだろう 49)。ヴェルソリの

『家事日記』は1530年10月末で終わっているので、ここからは『フランソワ1世王の年代記J(以

下『王の年代記J)Cronique du Roy Francoys Premierにも登場願って、フランス宗教改革運

動の曲がり角として知られるこの事件の情報を考えてみたいω。

「撒文事件」は突然起きたのではない。『日記jを辿ると、パリ市内に限ってみても、 1525年12

月23日ルターの著作を所有するモーの若者「ジヤツク・プウワンJacquesPouent逮捕事件J5!l、

1526年2月5日高等法院がルターの著作の印刷を禁止52)、1528年6月1日聖母像が段損された「デ・

ロジェ DesRosiers 街事件J53)、1529年4月26(6)日「ルイ・ド・ベルカン LoysBerquin火刑

事件J54) と、その前触れらしき出来事が起こった。さて事件は、『日記』によると1534年10月

24日頃(史実では17日夜から18日にかけて)i異端者の手によって、御聖体と諸聖人の栄誉を

段損する撤文が貼られて Jfurent a血chezp訂 heretiquesdes placars contre Ie sainct 

sacrement de I'auteI et honneur des sainctz起こる55)。高等法院から、この撒文を貼った犯人

を告発した者には100エキュを与え、逆に匿った者は火刑に処すと通達された。「神の思し召し

かJcomme Dieu voulut、何人かが捕らえられてシャトレの牢獄に送り込まれた。「噂ではJiI 

fut bruit、この撒文は王が滞在するアンボワーズ域でも貼られた。続く木曜日と日曜日に総行

列が行われて御聖体が捧持され、ここから記述は一気に1535年1月21日の蹟罪総行列へ飛ぶ。

王も参列したこの総行列は列席者の紹介とともにその様子が詳述され、同じ日には6名のルタ一

派が火刑に処せられる。『王の年代記Jにはこの事件の発生日付がなく、 1534年9月下旬「新た

な異端の疫病JnouveIIe peste de her白ieがパリに到達し、異端ルタ一派が撒文を貼ったとこ

ろから事件の記述は始まり、直ぐに一人のドメニコ会修道士が火刑に処されたと報告する日)。

ルター派への弾圧がその年末まで描かれた後、翌1月21日の蹟罪総行列に入るが、この記述は

詳細を究める57)。行列の並び方やその後の食事、王の振る舞いの細部にまで延々と15ページほ

どが費やされており、これは何らかの文書を利用しなければ書き得ない。ドリアールの『年代

記』では事件は18日夜に起こった問。彼は「撒文Jplacardではなく「何らかの印刷物j

auIcuns papiers en impressionという言葉を用いる。翌日から犯人捜しが始まって、捕まった

者が犯行を自白した。『日記Jと同じように22日木曜日と25日日曜日に臆罪行列が行われ、 11

月からの記述では「ルター派の処刑JIutherien brusleの記述が続き、 1月の膿罪総行列の描写

となる。
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『王の年代記Jも『年代記』も記述の流れは時間の経過に従うが、『日記』ではそうはならな

い。ラランヌ版で読むと、-lL1月21日の蹟罪総行列まで進んで再び11月10日に遡り、そこか

らルタ一派への弾圧が延々と報告される。しかし実は、ブゥリーイー版で読むと分かるのだが、

このルタ一派弾圧の一連の記述は写本の最後に後から付けられたもの(以降「第二部J) に含

まれている。撤文がアンボワーズ城でも貼られたという一節も、元々はこの「第二部Jにあっ

たもので、ラランヌが時系列に並び替えたのである。「第二部J59)は独立して書かれているので、

時系列で並び替えたラランヌ版では一部の記述が重複するという奇妙な状態が発生してしまう

ω)。この「第二部」には (1510年代のそれもないわけではないが)特に1525年以降から日記終

わりの1536年にかけての犯罪、訴訟、奇跡などの出来事が多く(本論で取り上げたもので言え

ば、 1526年2月17日「ギヨーム・ユベール事件」、 1530年5月「メルー主任司祭殺人事件J)、ブゥ

リーイーはここに記載されているエピソードはあたかも「令状一覧Jactes judiciairesの体を

成していると言う 61)。撤文事件以降のルター派弾圧はこの「第二部」に延々と書き記されてい

るのである。

さて、この弾圧の凄まじさは三つの日記・年代記それぞれの書き手によって微妙に異なる。

『日記』では、翌年1月21日の総行列までに、 11月10日10名、 18日1名、 19日3名、 12月4日1名、

翌5日も1名が火刑に処され、 12月7日には殴打の刑と国外追放を受けた者が1名いた。ドリアー

ルも11月10日の3名までと18日l名、 12月4日と5日の各1名を『日記』と同様に記述し、それら

以外に11月20日と12月24日にもそれぞれ1名の火刑があったと報告している。『王の年代記』も

11月10日の2名までと18日1名、そしてドリアールの『年代記』同様、 12月24日にも火刑があっ

たと記している62)。先に述べたように1月の総行列は『王の年代記』が圧倒的に詳しいのだが、

ドリアールは総行列後のフランソワ1世によるルター派撲滅「発言Jdemonstranceを紹介し、『日

記jはこの日に国外追放の刑を受けた73名から4人の名前を挙げる(クレマン・マロ Clement

M訂otを含むこの4名は後述する『王の年代記』の追放者リストにも名前がある)63)。この日火刑

に処されたのは6名で、翌22日にはI名の火刑が行われ、このことは三つの日記・年代記ともに

紹介している。『王の年代記jでは、その後数日火刑が続き、「パリには至る所火刑台しか見ら

れず、人々を恐れさせたJdedans Paris on ne veoit que potences dressees en divers lieulx. qui 

espouventoit fort le peuple dudict Parisと報告して52名の追放者リストを掲げ、 ドリアールの

『年代記jは1月23日、 2月15日と18日にそれぞれ1名の火刑があったことを最後に一連の弾圧の

記録を終えるω。『日記jでは、弾圧の最後の記述は9月18日で、それまでにドリアールも書き

留めた3件の火刑に加えて、 16名が火刑ないし国外追放、財産没収に処せられたと報告する

ω。『日記j、『年代記j、『王の年代記』の「撒文事件」の記述を比較して分かることは、第一

にドリアールが比較的客観的に記述を進めるのに対して、 f王の年代記Iは事件発生や総行列
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の記述に見られるように、その情報の取り扱いが一様でなくムラがあること。そして、第二に

火刑と始めとする弾圧の記述が『日記JI第二部」において最も網羅的で執劫なことであろう。

* 

二つのブルジョワ日記を中心にフランソワ1世治下のパリの情報のあり方を見てきた。噂、

布告、手紙、オカジオネルなど様々な媒介によって日記作者は耳と目から情報を得た。しかし、

同じにパリという空間に居ながらも、情報に対するアンテナの張り方によって受けとめた情報

の質と量は大きく異なる。おそらくおびただしい量の小印刷物が当時のパリに溢れていたので

あろう、逸名日記作者は遠くの出来事についても文字情報をおおいに利用して日記を書き留め

た。ヴェルソリは身近な出来事(典型的には身内の死)に敏感で、しばしば目撃者となり、時

に感想を述べる。しかし、『日記Jに比べれば『家事日記jの射程は限定的であったω。要す

るに逸名日記作者の情報の見方は遠視的であって記述は総合的であり、他方ヴェルソリは(お

そらくドリアールも)近視的であって具体的だ、ったということになろう。

また『日記jは二部構成という複雑な構成を持っと同時に、「わたし」の存在が薄く、客観

性に著しい。校訂者ブゥリーイーは、『日記Jはむしろ「年代記」とするべきで、ロベール・

ガガン RobertGaguinの仏訳から生まれた『フランスの年代記の海・歴史の鑑JLa mer des 

croniques et miroir historial de France (1520年)を始めとする年代記群の中に位置付けるべ

きとしている67)。オゼールは、その『フランスの年代記の海・歴史の鑑Jや、ガガンのラテン

語オリジナル『フランス起源論jComρendium de origine et gestis j示。'ncorum(1495年)から、

ピエール・デレイ PierreDesreyによるその仏訳(1514年)、更に『歴史の海JMer des 

hystoires (1506年)、『サン・ドニ年代記.1Chroniques de St-Denys (1476年)、『歴史の鑑.1Le 

Mirouer hystorial et Recueil des histoires de France (1516年)までの年代記群の相関とアマ

ルガム性を分析しながら、そこに書き手自身、翻訳者、そして第三者等によって同時代の出来

事の記述が絶えず追記され、テクストが外に対して聞かれていることを示したω。『日記』の「第

二部」はこの「追記」とも言えるのかもしれない。私たちが『日記Jに認めた総合性と客観性

はこのような背景から生まれたものであろうが、その検証は次の課題であり、それは必ずしも

容易ではない。

注

1) ]ournal， p.234.カッコ内は当時出版されたと思われるタイトル。この他にも LeMonde qui n 'a 

ρlus que les os、LeMonde qui est crucifie， Le Monde qui n'a riensρerduなどがあったらしい

(Recueil deρoesies j示。ncoisesdes XV' et XVJe siecles， par A. de Montaiglon et ]. de Rothschild， 
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t.XII， Kraus Reprint， 1977 (1877)， pp.209-214; pp.219-226; pp.227-231)。

2) “Sans croix， le Monde est du tout mys au bas;/Guerres， noises， sedicions， debatz，lPar tirannie 

ont la croix arrachee;/Quant au Commun， la croix luyest cachee;/Par ce il a beau tendre au 

Monde le bras，lSans croix;" (Le Monde sans croix， in ibid.， p.l98). 

3) Ibid.， p.l94. 

4) ]our加 1，p.l47. 

5) Le journal aun bourgeois de Paris sous le regne de Francois Ier (1515-1536)， nouvelle edition 

par V斗.Bourrilly， Alphonse Picard et fils， 1910， p.308， note.2.今後Bourrilly版を使用する場合は

]ournal(B)とする。 I日記』を分析する上で重要なこの文献をお貸し下さった中央大学教授の高橋

薫氏にこの場を借りてお礼申し上げる。

6) E. Vaille， Histoire generale des ρostes j均ncaises，t.l1， De Louis XI a la creation de la 

surintendance generale des ρostesβ477-1630)， PUF， 1949， p.23; p.37.高橋安光『手紙の時代J(法

政大学出版局、 1995年)や星名定雄『情報と通信の文化史J(法政大学出版局、 2006年)の15-16

世紀フランスの記述の多くはこの Vailleの大著に拠っている。

7) Vaill岳はこの整備をフランソワI世の王令書から分析している(E.Vaille， ot.cit.， pp.78-83)。大黒

俊二氏は15世紀中頃のフイレンツェ商人G.ダ・ウッツアーノの商業手引書にある各都市間の飛脚

所要日数一覧表から、当時パリージェノヴァ問は18-22日、パリーフイレンツェ聞は20-22日か

かったことを紹介している(，為替手形の「発達」一為替のなかの「時間Jをめぐって一」、『シ

リーズ世界史への聞い3 移動と交流j岩波書庖、 1990、p.119)or日記』での所要日数と比べる

と、フランソワl世時代に郵便システムが向上し、所要日数が短縮されたことがよく分かる。

8) Vailleは数少ない例として1572年のパリ駐在イスパニア大使の場合を紹介している(E.Vaille，φ. 

cit.， pp.lOl-102)。

9) Livre de raisoll， p.50. 

10)解放の報はパイヨンヌとボルドー問のモン・ド・マルサン Montmaersaultにいた王から1530年7

月5日火曜日深夜二時過ぎに郵便でパリに届けられた (Journal，p.411)。実際の解放は7月1日に行

われたので、この情報はパイヨンヌからパリまで4日程度で届いたことになる。なお、“Ces

choses furent imprimeesらetle lendemain mecredy， cinquesme de juillet， vendues" (ibid.， p.414) 

とあって、手紙による情報到達の速さもさることながら、その印刷化の手続きも極めて早いこと

が分かる。

11) Ibid.， pp.l53-154.前注も参照。

12) ]ournal， p237 (1525年4月11日): Madame. oour vous faire scavoir commen! se porte le reste de 

mon註色旦旦旦ιdetoutes choses ne m'est demeure que 1・honneuret la vie qui est盟注主， et pour 

ce en vostre adversite ceste nouvelle笠立江主 quelquepeu de reconfort， ~t av orie me laisser 

vous esc豆~ ceste lettre， ce que ron m'a ais旬 lentaccorde， vous suooliant en vous ne vouloir 

E旦旦主主 l・extremitede vous-mesme， en usant de vostre accoustumee prudence， car j'esp主reque 

a la fin Die旦nem'abandonnera point， vous re氾ommandant芝竪 petisenfans et les miens，ヱ2旦E

suppliant f;必redonner seur oassal!~ pour Qller et retourner en Espaigne c立E並旦旦 porteur，car 
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il va devers I'Empereur pour scavoir旦旦盟主 ilvoudra que je soye traicte， et sur ce笠旦 tres

humble recommandatio11 a vostre bonne grace， Vostre !res humble et obeissan1 fils， Francois. 

Livre de raison， p.79 (1525年3月6日): Pour vous faire scavoir. madame，旦旦旦~ se porte le 

reiste de mon並盆旦旦豆島 detoutes choses ne m'est demoure que 1・honneuret la vie， qui est 

盟並並~， et pource， en vostre adversit岳， ceste nouvelle盟盟主旦呈 quelquepeu de resconfort k 

Drie aue l'on me laissat vous笠笠豆QIT.ceste lettre， ce que l'on m'a aysiement accorde. Vous 

担JIDlkne voulloir .Q旦金旦l'extr邑mitede vous mesme en usant de vostre acoustumee prudence， 

care av eSDéranc~ a la fin g旦三旦並旦 neme habandonnera point. vous recommandant vous 

petiz enffans et les myens ~旦ヱ旦旦呈 suppliant faire donner .Q益旦g豆pour旦立型盟主主 en Espaigne 

主主金 porteur，car il va devers I'Empereur pour scavoir旦血盟盟!il vouldra que je soye traicte et 

sur ce皇旦旦 Treshumblement 1e vous recommande e1 a vostre bonne grace. Vostre h!盟国E

et tres obaissan1 fils. Francoys. 

13) Livre de raison， p.86. 

14)具体的には、 roydes Espaignes， et le Roy (roy des Espaignes正盟主2呈tl.et le Roy); d'entre 

leurs royaulmes位連監巴 leursroyaulmes); sans marques ou responsailles a eux (sans g盟 』 盆

marques ou represailles a eux.更に『日記』には布告文の最後に作成日(“Faicta M_.， le 

douziesme jour de fevrier mil cinq cens vingt cinq")と布告日 ("Publiea son de trompe par les 

carrefours de ceste ville de Paris， le treisiesme fevrier") までもが丁寧に書き写されている

(Journal(B)， pp.235-236)。

15)百 lapublcation de ceste paix ne fut faicte grosse joye ne feus， pour ce que on n'y entendoit 

riens" (Chronique parisienne de Pierre Driart， chambrier de Saint-Victor (1522-1535)， publiee 

par F. Bournon， in les Memoires de la Societe de I'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France， t XXII， 

1895， p.l14).ドリアールの『年代記JChronique parisienne de Pierre Driart (以下Driart) は

1522年4月から始まり 1535年3月20日のドリアールの死の直前で終わる。記述の内容がドリアール

自身そして彼の身内に及ぶことはなく(唯一の例外は1522年7月22日の義兄JehanPezonの死亡)、

サン・ヴイクトール修道院内とパリでの様々な出来事を記す。なお f年代記jの写本はB.N.，

fonds francais 25229。この文献も中央大学教授の高橋薫氏によってお貸し頂いた。重ねてお礼申

し上げる。

16) Hauser は1468年4月13日の王令arretで、布告の具体的な流れを説明している。また布告の掲示

は同時に、当時のプロパガンダの一手段となり、その最たるものとして Hauserは「椴文事件」を
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Les journaux de deux bourgeois de Paris sous 
le règne de François 1er (deuxième partie) 

- nouvelles et bruits après la défaite de Pavie-

HIRATE Tomohiko 

Après la défaite de Pavie qui a provoqué la panique dans la ville de Paris et au 

royaume, nos deux auteurs poursuivent leurs descriptions des événements à Paris et à 

l'étranger, surtout en Italie. Ils reproduisent fidèlement dans leurs journaux une lettre de 

François 1er envoyée à Madame la Régente sa mère. Sous son règne la distribution des 

lettres s'est développée grâce aux progrès du système de relais de poste. L'auteur du 

Journal copie également des "crys' dont le texte est publié par les "crieurs' "à son de 

trompe par les carrefours de Paris' et qui sont souvent imprimés et vendus immédiatement 

Par ce crieur, Versoris pouvait se tenir informé des trépas et des funérailles de ses 

connaissances et de son quartier pour en remplir son livre de raison. 

Dans les deux affaires de Guillaume Hubert (le 17 février 1526) et de Sainct-Blançay 

(août 1527) qu'ils relatent. semble-t-il. comme témoin oculaire (en fait Versoris écrit qu'il était 

"present" aux deux affaires), on constate un principe typique d'énonciation du Journal: l' 

auteur commence une histoire par l'effet pour la terminer par la cause. Et il ne s'exprime 

jamais sur cette affaire comme il le fait dans d'autres cas. Ces deux caractéristiques de 

narration et d'objectivation nous permettent de penser qu'il y a une différence d'attitude 

envers les événements et leurs descriptions entre les deux narrateurs: l'anonyme duJournal 

les observe de plus loin que Versoris, et l'écriture du premier est plus synthétique que celle 

du dernier. Cette différence se reflète aussi dans leurs emploi des occasionnels pour les 

affaires étrangères: le Journal transcrit toujours le texte de ces petits imprimés alors que le 

livre de raison semble s'intéresser rarement à eux. 

En ce qui concerne l'affaire des Placards (octobre 1534), la description des exécutions et 

des épurations de 1utheriens' se trouve dans la dernière partie séparément additionnée au 

manuscrit du Journal. Cette composition du manuscrit nous invite à supposer que ce journal 

doit se placer dans la filiation des chroniques apparues successivement au XVe et au début 

de XVIe siècles et qui ajoutent des articles sur les événements contemporains, par exemple, 

La mer des croniques et miroir historiaI de France (1520). 

-61-


